
本巣市ホームページ広告取扱要領 

平成１９年１１月９日 

告示第１５５号 

改正 平成２０年１月２９日告示第１１号 

令和２年２月２６日告示第６号 

令和３年６月３０日告示第８０号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、本巣市有料広告掲載要綱（平成１９年本巣市告示第１５３号。

以下「要綱」という。）に基づき、本巣市ホームページ（以下「ホームページ」

という。）への広告の掲載について、必要な事項を定めるものとする。 

（広告の種類） 

第２条 ホームページに掲載する広告は、バナー広告（以下「広告」という。）と

する。 

（掲載可能な広告等の範囲） 

第３条 ホームページに広告を掲載できる者、広告の内容、広告のデザイン及びリ

ンク先ウェブサイトの内容の範囲は、要綱第４条及び第５条の規定に準ずるもの

とする。 

２ 次の各号いずれかの表現を含む広告は、掲載しない。 

(1) 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン 

(2) アラートマーク（「注意」「警告」などの警告をあらわすもの） 

(3) ラジオボタン（選択できるようなもの） 

(4) テキストボックス（入力できるように見えるもの） 

(5) プルダウンメニュー（下に選択肢があるように見えるもの） 

(6) 閲覧者が、ホームページのコンテンツの一部であるかのように混同するおそ

れがある表現又は市の事業であると錯誤するおそれのある表現 

（広告掲載枠の売り渡し） 

第４条 市長は、広告の掲載枠を毎年度、一般競争入札又は指名競争入札により決

定した広告代理店（以下「代理店」という。）に売り渡すものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めた場合には市が公募により直接広

告主に広告の掲載枠を売り渡すことができるものとする。 

（広告の掲載場所、規格等） 

第５条 広告の掲載場所は、原則としてホームページのトップページとし、当該ト

ップページ内での掲載位置及び掲載可能枠数は、市長が指定するものとする。 

２ 広告の１枠の規格は、次のとおりとする。 

(1) 縦 ５０ピクセル 

(2) 横 １４０ピクセル 

(3) 容量 ５キロバイト以内 

(4) データ形式 GIF形式（アニメーション及び透過GIF不可）又はJPEG形式 



３ 広告の掲載は、１広告主につき１枠限りとする。 

（広告の掲載料金） 

第６条 広告の掲載料金は、市と代理店との間で締結した契約に基づく額とする。

ただし、第４条第２項の場合は、市長が別に定める額とする。 

（広告の掲載期間） 

第７条 広告を掲載する期間（以下「掲載期間」という。）は、次に掲げる期間を

単位とし、原則として連続する掲載期間は同一年度内とする。 

(1) ４月から６月までの３月間 

(2) ７月から９月までの３月間 

(3) １０月から１２月までの３月間 

(4) １月から３月までの３月間 

２ 前項の規定にかかわらず、広告の掲載可能枠に空きがあるときは、再掲載を妨

げない。 

３ 掲載期間には、維持管理等のため、ホームページの公開を停止する期間を含む

ものとする。 

（広告の開始日等） 

第８条 広告の掲載開始日は月の初日とし、掲載終了日は月の末日とする。 

（広告掲載の申込及び決定） 

第９条 ホームページに広告掲載を希望する者（以下「広告主」という。）は、本

巣市ホームページバナー広告掲載申込書（様式第１号。以下「掲載申込書」とい

う。）に広告原稿を添付し、掲載開始月の前月１０日までに代理店を通じて市長

に提出しなければならない。ただし、第４条第２項の場合は、広告主は掲載申込

書に掲載を希望する広告原稿を添付し、掲載開始月の前月１０日までに市長に提

出しなければならない。 

２ 市長は、前項の申込書の提出があったときは、要綱第１０条第１項の審査会の

審査を経て、広告の掲載の適否を決定し、本巣市ホームページバナー広告掲載（不

掲載）決定通知書（様式第２号）により、代理店又は広告主に通知するものとす

る。 

（広告掲載の方法） 

第１０条 代理店は、具体的な掲載方法及び内容について市と協議し、市長が指定

した期日までに完全原稿を市へ提出するものとする。 

（広告掲載料金の納付） 

第１１条 広告掲載料金は、前納を原則とし、代理店又は広告主は市長が指定する

期日までに市が発行する納付書により、納入しなければならない。 

（広告掲載料金の返還） 

第１２条 広告の掲載料金は、返還しない。ただし、市の都合により広告の掲載が

できなくなった場合は、この限りでない。 

（広告掲載の取消） 



第１３条 市長は、掲載する広告の内容が掲載申込時から変更され、要綱の規定に

違反すると判断したときは、広告の掲載を取り消すことができる。 

２ 市は、前項の規定による取消等により広告主が受けた損害については、その賠

償の責めを負わない。 

（広告の責任） 

第１４条 広告の内容及び広告主のウェブサイトに関する一切の責任は、広告主が

負うものとする。 

（補則） 

第１５条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定めるものとする。 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２０年告示第１１号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年告示第６号） 

この告示は、公表の日から施行する。ただし、第７条第１項の改正規定及び同項

に各号を加える改正規定は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年告示第８０号） 

この告示は、令和３年７月１日から施行する。 

 



様式第1号(第9条関係) 

 

本巣市ホームページバナー広告掲載申込書 

 

年  月  日   

 

  本巣市長 様 

 

広告掲載希望者           

住所(事業所所在地)        

 

氏名(事業者名・代表者名)     

 

連絡先(担当者名・電話番号)    

 

 

 

 本巣市ホームページへのバナー広告掲載を以下のとおり申し込みます。 

 なお、広告の掲載にあたっては本巣市の広告掲載関連規定を遵守します。 

 

リンク先のアドレス http：// 

バナー広告の内容 

□別添のとおり(印刷物) 

□下記のとおり 

掲 載 希 望 期 間 

□    年 ４月から    年 ６月まで(３月間) 

□    年 ７月から    年 ９月まで(３月間) 

□    年１０月から    年１２月まで(３月間) 

□    年 １月から    年 ３月まで(３月間) 

注意 

1 バナー広告の規格は、縦50ピクセル、横140ピクセル、GIF形式(アニメ、透過不可)又は

JPEG形式 5キロバイト以下 

2 連続する掲載期間は、同一年度内とする(継続可能)。 

3 リンク先が中止、閉鎖する場合、申請内容に変更が生じた場合等は必ず連絡してくださ

い。 

4 個人情報については、バナー広告掲載以外の目的には一切使用しません。 



様式第2号(第9条関係) 

 

本巣市ホームページバナー広告掲載(不掲載)決定通知書 

 

第     号   

年  月  日   

 

          様 

 

本巣市長 印   

 

 

   年  月  日付けで申し込みのありましたバナー広告の掲載について、下記のと

おり掲載(する・しない)こととなりましたので通知します。 

 

記 

 

リンク先のアドレス http:// 

広 告 掲 載 期 間     年  月から   年  月まで(  か月間) 

広 告 掲 載 料 金          円(税込み) 

広告を掲載しないこ

と と し た 理 由 
  

 


